
入 札 者 入 札 再 入 札

業 者 名 代表者名 順 金 額 順 金 額

平成２９年度　町単独土木事業　舗装工事

板野町中久保　浜宅西　外２件

板野町公共事業に係る入札・契約の状況に関する事項

工事種別

路　線　名

工事箇所

町道４９８号線外

住　　　所

予定価格

徳島県板野郡板野町川端字諏訪３０－２

（有）幸神建設

2,946,000

3,380,000

工事概要

入 札 の 状 況

数胴　清治

2,945,000

（様式２）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第７条第２項の規定に基づき、次の事項を公表する。

公表日

入札日

工事年度

工　事　名

契約業者名

工　　期

指名業者

指名理由

契　約　金　額 （税込み）

着工 完成

代表者名

最低制限価格

下表入札参加業者と同様

板野町指名審査委員会により指名

整理番号 4 平成29年11月29日

平成29年11月29日 平成30年2月28日

3,181,680

施工延長　L=123m+46m+7m

　舗装工　A=616m2+192m2+19.6m2=827.6m2

　仮設工　交通誘導警備員B　10人

平成29年11月27日 入札場所 板野町町民センター １階 「多目的ホール」

平成29年度

ほ装

PM 2：00

小川　隆市 9小川土木（有） 2,964,000

橋本　正雄 1（有）橋本土建 2,946,000

月岡　博 6（株）月岡組 2,953,000

明松　耕一 9明松建設（有） 2,964,000

小山　静子 4小山建設（有） 2,948,000

林　健治 6（有）マルハ土建 2,953,000

近藤　秀敏 失格三成建設（株） 2,940,000

池田　榮 1（株）池田組 2,946,000

数胴　清治 ①（有）幸神建設 2,946,000

水口　眞由美 4四国通建工事（株） 2,948,000

吉本　義治 8（有）吉建 2,962,000

築本　京佳 失格(有)築本土建 2,939,000

最低制限価格未満の入札者名

三成建設（株）

(有)築本土建



平成２９年度　町単独土木事業　舗装工事

整理番号 4

工事名

入札業者名 代表者名 入札金額 3桁番号 入力時間 ミリ秒

2,964,000小川土木（有） 小川　隆市 183 410H29/11/27 14時08分38秒410

2,946,000（有）橋本土建 橋本　正雄 517 980H29/11/27 14時08分47秒980

2,953,000（株）月岡組 月岡　博 579 660H29/11/27 14時08分57秒660

2,964,000明松建設（有） 明松　耕一 212 574H29/11/27 14時09分06秒574

2,948,000小山建設（有） 小山　静子 712 406H29/11/27 14時09分15秒406

2,953,000（有）マルハ土建 林　健治 127 949H29/11/27 14時09分23秒949

2,940,000三成建設（株） 近藤　秀敏 129 000H29/11/27 14時09分33秒000

2,946,000（株）池田組 池田　榮 544 175H29/11/27 14時09分41秒175

2,946,000（有）幸神建設 数胴　清治 517 507H29/11/27 14時09分50秒507

2,948,000四国通建工事（株） 水口　眞由美 122 136H29/11/27 14時09分59秒136

2,962,000（有）吉建 吉本　義治 111 828H29/11/27 14時10分07秒828

2,939,000(有)築本土建 築本　京佳 194 835H29/11/27 14時10分15秒835

予定価格

2,945,272

2,945,000

最低制限価格

最低制限価格(切捨後)

3,380,000

入札無効業者 入札辞退業者 入札欠席業者 入札棄権業者



設計価格（税抜）

整理番号

＜　公　表　用　＞

工 事 名 平成２９年度　町単独土木事業　舗装工事

設計価格の内訳

直 接 工 事 費

一 般 管 理 費 等

共 通 仮 設 費

現 場 管 理 費

¥1,738,725

最低制限基本価格 2 , 9 3 5 , 0 0 0 円

ランダム係数

最低制限価格 2 , 9 4 5 , 0 0 0 円

4

¥292,000
¥788,000
¥566,275

3,385,000円

1 . 0 0 3 5

最低制限基本価格[税抜]＝「直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.9＋一般管理費等×0.55」

ただし、この算式により算出した最低制限基本価格(税抜き)が予定価格(税抜き)の9/10を超える場合は、予定価格の

9/10を最低制限基本価格とし、予定価格の7/10に満たない場合は予定価格の7/10を最低制限基本価格とする。


